
別 紙 

1 

 

訂正内容 

 

＜調査報告書（概要）＞ 

（下線部は誤記） 

誤 正 

【1～2頁】 

当委員会は、調査事項①について、関西電力送配電の全

電力本部の電力所及び送電センターにおいて過去 10 年

（2011年 12月 1日から 2021年 11月 30日まで）の間に伐

採補償料の支払いが行われた事案のうち関西電力送配電に

よる直営交渉が樹木所有者との間で行われた事案から、次

の 6 類型に該当する特に不適切処理が疑われる二次抽出事

案 1404件を抽出した。この 6類型は、当初 6事案に係る不

適切処理の手法、保安伐採業務の内容やそれまでの調査過

程で判明した新たな不適切処理の手法を踏まえて策定した

ものである。 

（6類型の内容） 

（略） 

 

上記の方法により抽出された 1404 件から次の(ｱ)乃至(ｳ)

で述べる方法により調査対象を抽出した。 

【1～2頁】 

当委員会は、調査事項①について、関西電力送配電の全

電力本部の電力所及び送電センターにおいて過去 10 年

（2011年 12月 1日から 2021年 11月 30日まで）の間に伐

採補償料の支払いが行われた事案のうち関西電力送配電に

よる直営交渉が樹木所有者との間で行われた事案から、次

の 6 類型に該当する特に不適切処理が疑われる二次抽出事

案 1613件を抽出した。この 6類型は、当初 6事案に係る不

適切処理の手法、保安伐採業務の内容やそれまでの調査過

程で判明した新たな不適切処理の手法を踏まえて策定した

ものである。 

（6類型の内容） 

（略） 

 

上記の方法により抽出された 1613 件から次の(ｱ)乃至(ｳ)

で述べる方法により調査対象を抽出した。 
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＜調査報告書＞ 

（下線部は誤記） 

誤 正 

【8頁】 

関西電力送配電による抽出作業の結果、2021年 12月

28日から 2022年 2月 3日までの間に、全 21カ所の電

力所及び送電センターについて一次抽出事案合計 6547

件が抽出された。 

【8頁】 

関西電力送配電による抽出作業の結果、2021年 12月

28日から 2022年 2月 3日までの間に、全 21カ所の電

力所及び送電センターについて一次抽出事案合計 6543

件が抽出された。 

【9頁】 

該当事案数合計 1404 件（注 2） 

二次抽出事案で支払われ

た補償料合計 

479,655,409 円 

（注 1）（略） 

（注 2）類型 1 から 6 の該当事案数を単純に合算すると

2180件となるが、1つの事案が 2以上の類型に該

当するケースもあり、かかる重複事案を除いた二

次抽出事案の件数は 1404件である。 

【9頁】 

該当事案数合計 1613 件（注 2） 

二次抽出事案で支払われ

た補償料合計 

521,130,237 円 

（注 1）（略） 

（注 2）類型 1 から 6 の該当事案数を単純に合算すると

2180件となるが、1つの事案が 2以上の類型に該

当するケースもあり、かかる重複事案を除いた二

次抽出事案の件数は 1613件である。 

 

 


